
※

※ 注２　不良行為少年の数は、愛知県内で補導された少年の補導数をいう。

２　刑法犯少年

（１）　罪　種　別

バ

イ

盗

オ

ー

ト

（２）　学　職　別

※注　構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず100とならない場合があります。

少 年 非 行 の 概 況 令 和 ３ 年 ２ 月

（ 令 和 ２ 年 中 ・ 確 定 値 ） 生 活 安 全 部 少 年 課

１　非行少年等の検挙・補導数

区分
刑 法 犯 少 年 特 別 法 犯 少 年 合 計

ぐ 犯 少 年 不良行為少年

年別
うち触法 うち触法 うち触法

令 和 ２ 年 1,425 206 416 31 1,841 237 6 23,525

令 和 元 年 1,581 243 315 19 1,896 262 5 26,233

増 減 -156 -37 101 12 -55 -25 1 -2,708

（ ％ ） (-9.9) (-15.2) (32.1) (63.2) (-2.9) (-9.5) (20.0) (-10.3)

注１　刑法犯少年及び特別法犯少年の数には、触法少年の補導数を含む(以下同じ。）。

罪種別 総

数
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犯
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盗
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能

犯

風

俗

犯
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入

盗
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有
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自

転

車

盗
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令 和 ２ 年 1,425 15 195 110 19 809 54

年別

傷

害

恐

喝

205

329 156

令 和 元 年 1,581 40 251 136 32 919 32

189 374 6 33 40 37

286 158474 3 39 51 34

43 -2

（ ％ ） (-9.9) (-62.5) (-22.3) (-19.1) (-40.6) (-12.0) (68.8)

-16 -100 3 -6 -11 3増 減 -156 -25 -56 -26 -13 -110 22

令 和 ２ 年 1,425 0 81 328

(15.0) (-1.3)

学職別 総

数

未

就

学

学 生 ・ 生 徒 有

職

無

職年別

小

学

生

(-7.8) (-21.1) (100.0) (-15.4) (-21.6) (8.8)

433 60 68 970 310 145

中

学

生

高

校

生

大

学

生

そ

の

他

小

計

令 和 元 年 1,581 0 110 344

（ 構 成 比 ） (100.0) (0.0) (5.7) (23.0)

517 88 46 1,105 312 164

(4.2) (4.8) (68.1) (21.8) (10.2)(30.4)

増 減 -156 0 -29 -16

（ 構 成 比 ） (100.0) (0.0) (7.0) (21.8)

-84 -28 22 -135 -2 -19

(5.6) (2.9) (69.9) (19.7) (10.4)(32.7)

(-31.8) (47.8) (-12.2) (-0.6) (-11.6)(-16.2)（ ％ ） (-9.9) (-) (-26.4) (-4.7)



３　特別法犯少年

（１）　法　令　別

※

（２）　学　職　別

※注　構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず100とならない場合があります。

（１）　主なぐ犯行為別（令和２年）

（２）　学　職　別（令和２年）

５　不良行為少年

（１）　行　為　別

※ 注１　薬物乱用とは、シンナー等の乱用で補導された少年をいう。
※ 注２　指定行為とは、不健全就労で補導された少年をいう。

（２）　学　職　別

※注　構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ず100とならない場合があります。

軽犯罪法

迷惑防止

条 例

そ の 他
法令別

総 数

覚 醒 剤

取 締 法

大 麻

取 締 法

その他の

薬物事犯年別

令 和 ２ 年 416 11 69 6

青 少 年

保 護

育成条例

児童買春・

児童ポルノ

禁 止 法

銃砲刀剣類

所 持 等

取 締 法

令 和 元 年 315 16 35 3 26 68 18 69

42 102 13 86 58 29

47 33

増 減 101 -5 34 3 16 34 -5 17 11 -4

（ ％ ） (32.1) (-31.3) (97.1) (100.0) (61.5) (50.0)

無 職
年別 小 学 生 中 学 生 高 校 生 大 学 生 そ の 他 小 計

(-27.8) (24.6) (23.4) (-12.1)

注　その他の法令は、鉄道営業法７人、廃掃法６人、犯収法５人、児童福祉法４人等である。

学職別
総 数 未 就 学

学 生 ・ 生 徒
有 職

（ 構 成 比 ） (100.0) (0.0) (1.2) (14.9)

令 和 ２ 年 416 0 5 62

(32.0) (8.2) (6.5) (62.7) (29.3) (7.9)

34 27 261 122 33133

（ 構 成 比 ） (100.0) (0.0) (3.2) (15.6)

令 和 元 年 315 0 10 49

(28.9) (8.6) (4.4) (60.6) (29.2) (10.2)

27

増 減 101 0 -5 13

14 191 92 3291

7 13 70 30 142

４　ぐ犯少年

令 和 ２ 年 6 令 和 元 年 5

薬物乱用１人、家出１人、その他４人

(46.2) (25.9) (92.9) (36.6) (32.6) (3.1)（ ％ ） (32.1) （-） (-50.0) (26.5)

中学生２人、高校生１人、有職１人、無職２人　

行為別
総 数 喫 煙

深 夜

はいかい
家 出

薬 物

乱 用
怠 学

粗 暴

行 為
飲 酒

指 定

行 為
そ の 他

年別

0 797

令 和 元 年 26,233 5,954 17,790 588 14 206 184 162 0 1,335

令 和 ２ 年 23,525 4,946 16,753 457 11 122 312 127

増 減 -2,708 -1,008 -1,037 -131 -3 -84 128 -35

学職別
総 数 未 就 学

学 生 ・ 生 徒
有 職

0 -538

（ ％ ） (-10.3) (-16.9) (-5.8) (-22.3) (-21.4) (-40.8)

無 職
年別 小 学 生 中 学 生 高 校 生 大 学 生 そ の 他 小 計

(69.6) (-21.6) （-） (-40.3)

6 1,002 16,427 3,907 3,191令 和 ２ 年 23,525 0 239 3,264 11,916

(0.0) (4.3) (69.8) (16.6) (13.6)(50.7)（ 構 成 比 ） (100.0) (0.0) (1.0) (13.9)

（ 構 成 比 ） (100.0) (0.0) (1.2)

令 和 元 年 26,233 0 309 3,532

(13.5) (52.5) (0.1) (3.7) (71.0)

（ ％ ） (-10.3) （-） (-22.7) (-7.6) (2.8) (-11.7)

増 減 -2,708 0 -70 -268 -1,847 -28 27

(-82.4) (-10.5) (-2.0)

-2,186 -458 -64

4,365 3,255

(-13.4)

(16.6) (12.4)

13,763 34 975 18,613


